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警察庁、法務省及び厚生労働省の三省庁による「不法就労等外国人

対策に係る具体的施策について」の策定について

標記について、平成24年5月18日に開催された三省庁の担当課長を構成

員とする不法就労外国人対策等協議会において、別添1のとおり取りまとめら

れたので、了知されたい。

また、不法就労等外国人労働者問題地方協議会設置要綱が別添2のとおり改

正されたので、併せて了知されたい。



不法就労等外国人対策に係る具体的施策について

平成24年5月18日

警察庁

法務．省

厚生労働省

警察・法務・厚生労働三省庁は，平成24年3月8日に開催された局長連絡会議におい

て，「不法就労等外国人対策について」の基本合意が図られたことを受け，不法就労等外

国人対策をより強力に推進していくため，下記のとおり具体的な対策を執ることとする。

なお，内閣官房副長官補室では，本年も6月に外国人労働者問題啓発月間の実施を予定

していることから，下記諸対策については，同月間に合わせて取組みを強化することとす

る。

記

1不法就労等事案の取締りの強化

（1）警察，入国管理局による合同摘発の推進及び労働局による強制捜査等の連携の強化

都道府県警察及び地方入国管理局は，不法就労等事案の取締りに向けた合同摘発を

推進することとし，都道府県労働局は，当該合同摘発に係る事業主に労働基準関係法

令違反が認められ強制捜査等を実施する場合には，事案に応じ，都道府県警察及び地

方入国管理局との連携を図ることとするなど，取締体制の連携を密にする。

（2）悪質な外国人犯罪に対する厳正な刑事処分

都道府県警察は，悪質な外国人犯罪に対して厳正な刑事処分がなされるよう捜査を

行うこととし，地方入国管理局はこれに協力するものとする。

（3）入国管理局による偽装滞在者に対する在留資格取消しの積極的な実施

地方入国管理局は，在留資格に該当する実態がない偽装滞在者に対し，在留資格取

消制度等を積極的に活用する。

（4）警察及び入国管理局による入管法第65条の積極的な活用

都道府県警察及び地方入国管理局は，入管法第65条に基づく入国警備官への被疑

者の引渡制度を引き続き積極的に活用する｡．

（5）警察及び入国管理局による不法就労助長及び人身取引に係る事犯等の取締りの強化

と取締りに伴い発見された人身取引被害者の保護

都道府県警察及び地方入国管理局は，不法就労助長及び人身取引に係る事犯等の解

明に努めるなど，その取締りを連携して強化するとともに，人身取引被害者を認知し

た際は適切な保護措置が講じられるよう努める。
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2不法就労等外国人及び悪質なブローカー・雇用主等に関する緊密な情報交換

（1）警察庁，法務省及び厚生労働省による各第一線機関での情報交換の実施

三省庁は，実効ある不法就労等外国人対策に資するため，随時，協議会を開催する

などして，情報交換に努めるとともに，都道府県警察，地方入国管理局及び都道府県

労働局（以下「三省庁の各地方関係機関」という｡）が不法就労外国人の実態やその

誘因となっている悪質なブローカー・雇用主等に関して，積極的な情報交換を行う。

（2）雇用対策法第29条に基づく厚生労働省から法務省への情報提供

厚生労働省は，雇用対策法第29条に基づき法務省の求めに応じ情報提供を行い，

法務省はこれらの情報を有効に活用して，不法就労等外国人対策を推進する。

（3）入国管理局による悪質なブローカー，雇用主の警察に対する積極的な告発・通報

地方入国管理局は，不法就労に係る被摘発者について，その詳細な実態の解明を行

うなどして，不法就労を誘発している関係者の情報入手に努め，悪質なブローカー・

雇用主が関与する不法就労事犯の都道府県警察に対する告発・通報を積極的に行う。

3不法就労等防止に向けた広報，啓発及び指導の積極的実施

（1）警察，入国管理局及び労働局等による広報・啓発活動の推進

ア三省庁による国外広報・啓発活動

不法就労等外国人を多く送出する国に対して，在日外国公館，在外日本公館，在

日外国報道機関加盟団体等を通じ，また，当該国を含む各種国際会議，二国間協議

等の場において，我が国における外国人労働者受入れに関する基本政策及び来日外

国人による犯罪の発生状況・不法就労等外国人の実態等を説明するなど，不法就労

等企図者の送出防止に向けた広報・啓発活動の実施に努める。

イ三省庁による国内広報・啓発活動

（ア）三省庁による広報・啓発活動の推進

a警察庁は，「来日外国人犯罪対策及び不法滞在・不法就労防止のための活動

強化月間」を設定し，都道府県警察における①雇用主等に対する不法就労防止

のための指導啓発，②在留資格を有する外国人の失除防止対策，③パンフレッ

ト等による広報等を行うものとする。

b法務省は，①事業所に対するパンフレットの配布，②地方自治体，商工会等

へのポスターの掲示依頼，③インターネット（法務省ホームページ）による広

報の推進を実施する。

c厚生労働省は，①ポスター・パンフレットの作成及び配布，②外国人労働者

問題について事業主団体や個々の事業主に対する周知，啓発活動を実施する。

(イ）三省庁の各地方関係機関による広報・啓発活動の推進

三省庁の各地方関係機関は，独自に又は不法就労等外国人労働者問題地方協議
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会として，不法就労外国人の雇用防止に向けた事業主団体等への広報・啓発活動

を展開する。

（2）都道府県等を単位とする警察，入国管理局及び労働局による事業主団体等に対する

説明会の開催

三省庁の各地方関係機関は，各所管業界団体等への指導を行うとともに，事業主団

体に対する説明会を開催するなど不法就労等外国人対策に係る理解と協力を求め，こ

れら事業主団体の会員事業主等への指導・啓発を要請する。

（3）関係機関の連携による外国人雇用状況届出の履行の徹底と不法就労防止のための事

業主に対する指導の促進

三省庁の各地方関係機関が連携をとり，事業主団体の会員事業主に対し外国人雇用

状況届出の履行の徹底に理解と協力を求めるとともに,不法就労等外国人対策に係る，

これら事業主等に対する指導・啓発を促進する。

（4）不法滞在者の自発的な出頭を促すための出国命令制度等の積極的な広報活動の推進

地方入国管理局は，不法滞在者の自発的な出頭を促すために，積極的に出国命令制

度等の広報活動を展開する。
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不法就労等外国人労働者問題地方協議会設置要綱
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（目的

1不不法就労外国人をはじめとする外国人労働者に関する諸問題について，関係行政機関が連携してこ

れらの問題に係る施策の効果的かつ円滑な実施を図るため，不法就労等外国人労働者問題地方協議会

（以下「協議会」という。）を設置する。

(協議事項等）

2協議会は，1の目的を達成するため，次に掲げることを行う。

（1）不法就労外国人をはじめとする外国人労働者に関する情報の交換

（2）不法就労外国人をはじめとする外国人労働者に関する諸問題に係る施策の実施についての協議

（3）入管法に基づく基準省令の運用，処分状況に関する意見交換

（4）（1）から（3）までに掲げるもののほか，1の目的を達成するために必要な事項の検討

（組織）

3本協議会は別表1の地区ブロック毎に設置し，警察庁及び都道府県警察（以下「警察庁等」とい

う。）並びに法務省，厚生労働省の実務担当者で組織する。

（2）協議会の構成員は別表2に掲げる職にある者をもって充てる。

（幹事会）

4協議会には，幹事会を設置する。



（2）幹事会の構成員は別表3に掲げる職にある者をもって充てる。

（代表幹事）

5幹事会は，代表幹事3名を幹事会の警察庁等及び法務省，厚生労働省の構成員から各1名ずつ選出す

る。

（2）代表幹事の内1名を当番代表幹事とし，交替でその任に当たる。当番代表幹事の任期は1年とする。

（3）協議会及び幹事会は，代表幹事が召集し，議長は当番代表幹事が行う。

（4）協議会及び幹事会の庶務は，当番代表幹事が行う。

（5）代表幹事は必要があると認めるときは，協議会又は幹事会に構成員以外の者の出席を求めることが

できる。

(会議の開催）

6協議会は，年1回開催する。

（2）幹事会は，年2回開催することとし，必要に応じて臨時会を開催する。



別表1地区ブロック表

地区 管 轄都道府県

北海進 北海通

東オI 青森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県，福島際

茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県，新潟腸
関芽

山梨県，長野県

中 司 富山県，石川県，福井県，岐阜県，静岡県，愛知県，三重県

関区 滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県

中 匡 鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山口腸

四匡 徳島県，香川県，愛媛県，高知県

九州 福岡県，佐賀県，長崎県，熊本県，大分県，宮崎県，鹿児島県，沖縄関



別表2－1北海道地区

蕃察庁

北海道警察本部外事課長

北海道警察本部保安課長

北海道警察本部組織犯罪対策腺長

〔陪席：

北海道警察旭川方面本部蕃備課長

北海道警察旭川方面本部生活安全畷長

北海道警察旭川方面本部捜査畷長

北海道蕃察釧路方面本部蕃備畷長

北海道警察釧路方面本部生活安全畷長

北海道蕃察釧路方面本部捜杏腰長

北海道警察北見方面本部警傭畷長

北海道警察北見方面本部生活安全課長

北海道蕃察北見方面本部捜査畷長

北海道蕃察函館方面本部蕃傭課長

北海道警察函館方面本部生活安全課長

北海道警察函館方面本部捜査畷長

北海道警察本部外事課畷長補佐

北海道警察本部保安課課長補佐

北海道警察本部組織犯罪対策腺裸長補佐

別表2－2東北地区

警察庁

東北管区蕃察局広域調整第一課長

東北管区警察局広域闘整第二謀長

宮城県蕃察本部外事課長

宮城県蕃察本部生活環境課長

〔陪席！

青森県蕃察本部外事課長

青森県蕃察本部保安課長

岩手県警察本部参事官兼公安腺長

岩手県警察本部生活環境課長

秋田県警察本部首席参事官兼警備第一課長

秋田県蕃察本部生活環境腺長

山形県警察本部参事官兼警傭第一課長

山形県蕃察本部生活環境腺長

福島県蕃察本部外事腺長

福島県警察本部生活環境課長

東北管区警察局広域飼整第一腺課長補佐

東北管区蕃察局広域鯛整第二課課長補佐

宮城県蕃察本部外事畷腺長補佐

宮城県警察本部生活環境課課長補佐

札幌高等検察庁検瑠

関係地方検察庁検頚

法務省

札幌入国管理局総務課長

札幌入国管理局首席審査官

札幌入国管理局首席入国警備官

仙台高等検察庁検車

関係地方検察庁検事

法務省

仙台入国管理局総務課長

仙台入国管理局首席審査眉

仙台入国管理局首席入国警備官

厚生労働省

北海道労働局労働基準部監督課彊

北海道労働局職業安定部職業対策課長

〔陪席］

北海道労働局職業安定部職業対策腺諜長補セ

北海道労働局労働基準部地方労働基準藍窒監督官

厚生労働省

宮城労働局労働基準部監督課去

宮城労働局職業安定部職業対策課畏

〔陪席〕

各県労働局職業安定部職業対策課課長補佐

関係労働局労働基準部地方労働基準監察監督¥



別表2－3関東地但

警察庁 法務桧 厚生労働省

関東管区蕃察局広域瞬整第一畷j

関東管区警察局広域鯛整第二課』

警視庁保安課長

警視庁組織犯罪対策第一課長

〔陪席〕

茨城県警察本部外事蝶』

茨城県警察本部生活安全総務課J

茨城県警察本部組織犯罪対策謀』

栃木県警察本部警備第一課長

栃木県警察本部生活安全企画課』

瑠
璃
願
噛
蝿
璃
蝿
畷
蝿
璃
蝿
璃

癖
認
詫
燕
塞
塞
毒
霊
塞
葎
捧
葎

察本部

察本部

察本部生活現

察本部

察本部

犯
課
環
犯

韓
癖
華
殿

回
飼
プ
ロ
寺
凸
描
出
己
口
詞
プ

外事課長

癖
躍
錨

第一課長

第一課長

察本部生活環境第一課孟

察本部生活環境第二課彊

察本部

察本部

察本部

部組織犯罪対策課』

国際捜杏塵長

外事課長

察本部風俗間安課長

察本部国際捜査課畏

神奈川県警察本部外事謀長

神奈川県蕃察本部生活保安課f

新潟県警察本部外事課f

新潟県警察本部生活保安畷長

新潟県警察本部組織犯罪対策第一畷長

山梨県警察本部警備第一謀長

山梨県警察本部生活環境謀長

長野県警察本部蕃備第一媒長

長野県警察本部生活環境謀長

長野県警察本部組織犯罪対策燦f

関東管区警察局広域飼整第一謀諜長補佐

関東管区蕃察局広域飼整第二課課長補佐

警視庁保安課係長

警視庁組織犯罪対策第一課係畳

東京高等検察庁検専

関係地方検察庁検事

東京入国管理局総務課長

東京入国管理局首席審査官

（審査管理部門）

東京入国管理局首席入国蕃傭官

（鯛査企画部門）

〔陪席〕

東京入国管理局統括審査官

（就労審査部門）

東京入国管理局統括審査官

（実態調査部門）

東京入国管理局統括入国警備官

（調査企画部門､鯛査企画担当）

東京入国管理局統括入国警備官

（調査第一部門､摘発企画担当）

東京入国管理局統括入国警備官

（鯛査第二部門､特別廟査企画担当）

東京入国管理局統括入国警備官

(鯛査第三部門､鯛査企画担当）

東京入国管理局横浜支局首席入国警備官

(企画管理･鯛査部門）

東京入国管理局成田空港支局首席審査官

東京入国管理局羽田空港支局首席審査官

東京入国管理局水戸出狼所長

東京入国管理局宇都宮出喪所長

東京入国管理局高崎出張所長

東京入国管理局さいたま出張所長

東京入国管理局千葉出喪所長

東京入国管理局新宿出狼所長

東京入国管理局東部出張所長

東京入国管理局立川出彊所長

東京労働局労働基準部監督課占

東京労働局職業安定部職業対策媒損

〔陪席〕

各都県労働局職業安定部職業対策牒腺長補僧

関係労働局労働基準部地方労働基準監察監督値



別表2－4中部地区

別表2－5関西地区

警察庁 法務省 厚生労働省

中部管区警察局広域飼整第一課長

中部管区警察局広域鯛整第二課長

愛知県警察本部外事課長

愛知県警察本部保安課長

〔陪席：

勝岡県警察本部外事腺長

静岡県警察本部保安課長

富山県警察本部公安課長

富山県蕃察本部生活環境腺長

石川県警

石川県警

福井県警

福井県警

岐阜県警

岐阜県響

三重県警

三重県警

三重県蕃

察本部首席参事官兼公安課長

察本部生活環境喋長

察本部参事官兼公安諜長

察本部生活環境畷長

察本部警備第一課長

察本部生活環境課長

察本

察本部首席参事官(警備第一課長

察本部生活環境課長

察本部国際捜査畷長

中部管区警察局広域鯛整第一畷謀長補佐

中部管区警察局広域鯛整第二畷畷長補佐

愛知県警察本部外事課課長補佐

愛知県警察本部保安課課長補佐

名古屋高等検察庁検却

関係地方検察庁検事

名古屋入国管理局総務課f

名古屋入国管理局首席審査管

（審査管理部門）

名古屋入国管理局首席入国警備官

（企画管理部門）

〔陪席

名古屋入国管理局首席審査僧

（実態鯛査部門）

名古屋入国管理局統括審査管

（就労審査部門）

名古屋入国管理局統括審査僧

（留学･研修審査部門）

名古屋入国管理局統括審査管

(永住審存部門）

名古屋入国管理局統括入国警備官

（閥査第一部門､摘発第一担当）

名古屋入国管理局統括入国蕃傭官

（閥査第二部門､闘査企画担当）

名古屋入国管理局中部空港支局首席審査官

愛知労働局労働基準部監督課占

愛知労働局職業安定部職業対策燦f

〔陪席〕

各県労働局職業安定部職業対策課課長補@

関係労働局労働基準部地方労働基準監察監督f

警察庁 法務省 厚生労働省

近畿管区警察局広域闇整第一課長

近畿管区警察局広域調整第二畷長

大阪府警察本部外事課張

大阪府警察本部生活環境課損

大阪府警察本部国際捜査課長

〔陪席：

滋賀県蕃察本部警傭第一課損

滋賀県警察本部生活環境腺侶

滋賀県警察本部組織犯罪対策謀国際犯罪対策室損

京都府警察本部外事課f

京都府警察本部生活安全対策課長

秀

濡
晦
曙
嬬
曙
露

都
庫
庫
良
良
良

京
兵
兵
奈
奈
奈

察本部癖汎罪

察本部外事課長

察本部

対策第一繰餐

察本部生活環境課長

察本部警備第一課長

察本部生活環境畷長

察本部組織乳罪対策第一課長

和歌山県警察本部公安諜去

和歌山県警察本部生活環境課長

近幾管区警察局広域溺整第一課繰長補僧

近戯管区警察局広域岡整第二課課長補僧

大阪府警察本部外事課課長補佐

大阪府警察本部生活環境媒課長補佐

大阪府警察本部保安課課長補佐

大阪府警察本部国際捜杏鯉鰹長補佐

大阪府警察組織犯罪対策本音

来日外国人犯罪対策担当補佐

大阪高等検察庁検事

関係地方検察庁検車

大阪入国管理局総務謀長

大阪入国管理局首席審査宿

（審査管理部門）

大阪入国管理局首席入国善備官

（企画管理部門）

〔陪席

大阪入国管理局統括審査噌

（耽労･永住審査部門）

大阪入国管理局統括審査信

(実態園査部門

大阪入国管理局統括入国蕃備官

（調査第一部門､摘発企画担当

大阪入国管理局統括入国警備官

（調査第二部門､鯛査企画担当

大阪入国管理局神戸支局首席入国警傭管

大阪入国管理局関西空港支局首席審査宮

大阪労働局労働基準部監督媒f

大阪労働局職業安定部職業対策謀f

〔陪席〕

各府県労働局職業安定部職業対策媒操長補僧

関係労働局労働基箪部地方労働基準監察監督帽



別表2－6中国地区

別表2－7四国地区

警察庁 法務省 厚生労働4

中国管区警察局広域鯛整第一課長

中国管区警察局広域圃整第二課長

広島県警察本部参事官兼組織犯罪対策腺長

広島県警察本部外事課長

広島県警察本部生活環境課長

〔陪席卜

鳥取県警察本部総括参事官兼警傭第一腺長

鳥取県警察本部参事官兼生活環境課長

島根県警察本部参事官兼警備第一媒長

島根県警察本部生活環境畷長

岡山県蕃察本部参事官兼外事腺長

岡山県警察本部参事官兼生活環境課長

山口県警察本部外事腺損

山口県警察本部生活環境課長

中国管区警察局広域鯛整第一繰繰長補佐

中国管区警察局広域調整第二課課長補佐

広島県警察本部外事課課長補佐

広島県警察本部生活環境課畷長補佐

広島高等検察庁検叫

関係地方検察庁検割

広島入国管理局総務課』

広島入国管理局首席審査官

(入国･在留審査部門

広島入国管理局首席入国蕃傭鴨

広島労働局労働基準部監督畷長

広島労働局職業安定部職業対策課長

〔陪席：

各県労働局職業安定部職業対策喋諜長補佐

関係労働局労働基準部地方労働基準監察監督官

警察庁． 法務省 厚生労働省

四国管区警察局広域騎整第一課長

四国管区警察局広域鯛整第二腺長

香川県警察本部参事官兼公安諜長

香川県蕃察本部生活環境課長

〔陪席卜

蝿
唾
露
曙
嬬
唖
騨
蝿
蝿

島
島
島
媛
媛
鰻
知
知
知

徳
徳
徳
愛
愛
愛
高
高
高高

察本部参事官兼公安操長

察本部生活環境媒長

察本部捜査第一課長

察本部参事官兼外事対策室長

察本部生活環境謀長

察本部参事官兼組織犯罪対策畷長

察本部参事官兼警備第一課長

察本部生活環境媒長

察本部組織犯罪対策課長

四国管区警察局広域鯛整第一畷畷長補佐

四国管区警察局広域鯛整第二喋畷長補佐

香川県蕃察本部公安課外事対策室長

香川県蕃察本部公安課外事対策室室長補佐

香川県蕃察本部生活環境繰長補佐

高松高等検察庁検圃

関係地方検察庁検叫

高松入国管理局総務課f

高松入国管理局首席審在官

高松入国管理局首席入国替備雁

香川労働局労働基準部監督畷長

香川労働局職業安定部職業対策課長

〔陪席：

各県労働局職業安定部職業対策課課長補佐

関係労働局労働基準部地方労働基準監察監督官



別表2－8九州地区

警察月

九州管区蕃察局広域飼整第一課長

九州管区蕃察局広域潤整第二課長

福岡県警察本部外事課長

福岡県警察本部組織犯罪対策課国際捜香室長

福岡県警察本部生活保安課長

沖縄県警察本部外事課長

沖縄県警察本部生活保安課長

〔陪席〕

佐賀県警察本部警備第一裸長

佐賀県警察本部生活環境課長

長崎県蕃察本部外事課長

長崎県警察本部生活環境課長

熊本県警察本部外事畷長

熊本県蕃察本部生活環境課長

大分県蕃察本部警備第一課長

大分県警察本部生活環境畷長

宮崎県警察本部蕃備第一課長

宮崎県警察本部生活環境謀長

鹿児島県警察本部公安課長

鹿児島県蕃察本部生活環境課長

九州管区警察局広域闘整第一課課長補佐

九州管区警察局広域闘整第二燦燦長補佐

福岡県警察本部外事課畷長補佐
諏雨、唾爽未鍾土日鑑、顕と:常至＝唾f空奉堂堂一旦雪仕

福岡高等検察庁検車

関係地方検察庁検事

法務省

福岡入国管理局総務腺長

福岡入国管理局首席審査官

(入国･在留審査部門I

福岡入国管理局首席入国馨備官

福岡入国管理局那覇支局首席入国警備官

〔陪席！

福岡入国管理局統括入国警備官

（違反鯛査担当）

福岡入国管理局鹿児島出摂所長

厚生労働省

福岡労働局労働基準部監督媒長

福岡労働局職業安定部職業対策畷長

沖縄労働局職業安定部職業対策腺長

〔陪席

各県労働局職業安定部職業対策畷畷長補佐

関係労働局労働基準部地方労働基塑監察監督宿



別表3－1北海道地区

蕃察庁

北海道蕃察本部外事繰掴

北海道蕃察本部保安課長

北海通警察本部組織犯罪対策謀岳

別表3－2東北地区

蕃察庁

東北管区警察局広域調整第一畷長

東北管区警察局広域飼整第二畷長

宮城県警察本部外事課蚕

宮城県警察本部生活環境謀長

別表3－3関東地区

蕃察庁

関東管区警察局広域飼整第一媒長

関東管区警察局広域闘整第二課員

警視庁保安媒玉

警視庁組織犯罪対策第一腺長

別表3－4中部地区

警察庁

中部管区警察局広域闘整第一課長

中部管区警察局広域闘整第二畷長

愛知県警察本部外事課彊

愛知県警察本部保安課彊

別表3－5関西地区

警察庁

近畿管区蕃察局広域溺整第一課歩

近畿管区蕃察局広域溺整第二課蛋

大阪府警察本部外事課損

大阪府警察本部生活環境課長

別表3－6中国地区

警察庁

中国管区蕃察局広域岡整第一畷長

中国管区警察局広域瞬整第二課長

広島県警察本部参事官兼組織犯罪対策課長

広島県警察本部外事課畏

広島県警察本部生活環境畷長

法務省 厚生労働1

札幌入国管理局総務課』 北海道労働局労働基準部監督謀長

札幌入国管理局首席審査官 北海道労働局職業安定部職業対策媒長

札幌入国管理局首席入国警備ド

法務省 厚生労働1

仙台入国管理局総務鯛 宮城労働局労働基準部監督蝶長

仙台入国管理局首席審壷官 宮城労働局職業安定部職業対策課長

仙台入国管理局首席入国警備f

法務省 厚生労働省

東京入国管理局総務媒長 東京労働局労働基準部監督謀長

東京入国管理局首席審査官 東京労働局職業安定部職業対策謀長

(審査管理部門

東京入国管理局首席入国警備f

(飼査企画部門

法務省 厚生労働イ

名古屋入国管理局総務諜長 愛知労働局労働基軍部監督媒長

名古屋入国管理局首席審査宮 愛知労働局職業安定部職業対策課長

(審査管理部門

名古屋入国管理局首席入国警備雁

(企画管理部門

法務省 厚生労鋤

大阪入国管理局総務課f 大阪労働局労働基準部監督課長

大阪入国管理局首席審査官 大阪労働局職業安定部職業対策腺長

(審査管理部門

大阪入国管理局首席入国警備膳

(企画管理部偶

法務省 厚生労働イ

広島入国管理局総務謀f 広島労働局労働基準部監督諜長

広島入国管理局首席審壷官 広島労働局職業安定部職業対策課長

(入国･在留審査部門

広島入国管理局首席入国警備宿



別表3－7四国地区

蕃察庁

四国管区蕃察局広域飼整第一課長

四国管区蕃察局広域調整第二課長

香川県警察本部参事官兼公安課長

香川県蕃察本部生活環境畷長

別表3－8九州地区

警察庁

九州管区警察局広域飼整第一腺長

九州管区警察局広域調整第二謀長

福岡県警察本部外事課損

福岡県蕃察本部組織犯罪対策課国際櫓香毒目

福岡県警察本部生活保安課蚕

別表3－9沖縄地区

警察庁

沖縄県蕃察本部外事課倒

沖縄県警察本部生活保安腺揖

法務省 厚生労働省

高松入国管理局総務課偶 香川労働局労働基準部監督腺f

高松入国管理局首席審査官 香川労働局職業安定部職業対策課』

高松入国管理局首席入国警備官

法務省 厚生労働省

福岡入国管理局総務畷長 福岡労働局労働基準部監督謀彊

福岡入国管理局首席審査官 福岡労働局職業安定部職業対策課損

(入国･在留審査部門

福岡入国管理局首席入国警備官

法務省 厚生労働省

福岡入国管理局那覇支局総務謀畏 沖縄労働局労働基準部監督課f

福岡入国管理局那覇支局首席審査僧 沖縄労働局職業安定部職業対策課f

福岡入国管理局那覇支局首席入国蕃傭官



新旧対照表

○不法就労等外国人労働者問題地方協議会設置要綱新旧対照表

別表2－1北海道地区

旧（改正前

(平成23年5月18日）

〔陪席：

北海道警察本部外事課統括官

〔陪席〕

北海道警察本部保安課統括官

〔陪席〕

北海道警察本部組織犯罪対策課統括官

別表2－2東北地区

旧（改正前

(平成23年5月18日）

〔陪席〕

福島県警察本部参事官兼外事課長

別表2－3関東地区

旧（改正前1

(平成23年5月18日）

〔陪席：

新潟県警察本部組織犯罪対策課長

新（改正後1F

(平成24年5月18日改正）

〔陪席：

北海道警察本部外事課課長補佐

〔陪席：

北海道警察本部保安課課長補佐

〔陪席：

北海道警察本部組織犯罪対策課課長補佐

新（改正後）

(平成24年5月18日改正）

〔陪席：

福島県警察本部外事課長

新（改正後）

(平成24年5月18日改正）

〔陪席：

新潟県警察本部組織犯罪対策第一課長



別表2－5関西地区

旧（改正前）

(平成23年5月18日）

〔陪席〕

滋賀県警察本部捜査第一課国際犯罪対策室長

別表2－6中国地区

旧（改正前）

(平成23年5月18日）

広島県警察本部参事官兼外事課長

〔陪席〕

鳥取県警察本部総括参事官兼生活安全企画課長

別表2－8九州地区

旧（改正前

(平成23年5月18日）

福岡県警察本部生活環境課振

〔陪席〕

長崎県警察本部生活安全企画課長

別表3－6中国地区

旧（改正前1

(平成23年5月18日）

広島県警察本部参事官兼外事課長

新（改正後）

(平成24年5月18日改正）

〔陪席〕

滋賀県警察本部組織犯罪対策課国際犯罪対策室長

新（改正後

(平成24年5月18日改正）

広島県警察本部外事課長

〔陪席〕

鳥取県警察本部参事官兼生活環境課長

新（改正後1

(平成24年5月18日改正）

福岡県警察本部生活保安課長

〔陪席〕

長崎県警察本部生活環境課長

新（改正後）

(平成24年5月18日改正

広島県警察本部外事課長



別表3－8九州地区

旧（改正前｝ 新（改正後

(平成23年5月18日） (平成24年5月18日改正）

福岡県警察本部生活環境課長 福岡'県警察本部生活保安課長


